
第 134 回伊達市災害対策本部会議 
平成 24 年 9 月 11 日（火） 

17 時 00 分～ 

保原庁舎 2 階応接室 

 
1 放射能対策関係 
（1）伊達市除染計画の策定について 
 
 
 
 
（2）除染業務の進捗状況について 
 
 
 
 
（3）市外避難者へのアンケート調査結果について 
 
 
 
 
（4）除染推進センターだより（第 8 号）の発行について 
 
 
 
 
 
2 その他 
（1）災害対策号（第 65 号）の発行について 
 
 
 
 
 
 
 
次回  9/25（火）  16 時 00 分  ～ 
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第 134 回本部会議の概要について 

 

1 実施日時等 
平成 24 年 9 月 11 日（火） 17：00～18：00 

2 内容 
1 放射能対策関係 
（1）伊達市除染計画の策定について 

放射性物質汚染対処特措法（平成 23 年 8 月 30 日法律第 110 号）が本年 1 月 1 日に全面施行

されたことにより、除染計画の法定計画への移行が必要になったため、計画の策定をすべく国

との協議を進めていた。平成 23 年秋に、除染基本計画を定めていたものであるが、その修正

をし、8 月 10 日付で協議が整ったため報告する。主な修正事項は次のとおり。 

 

①「3.除染の方針」中、「（2）計画期間」について、平成 23 年 8 月から平成 28 年 3 月までの

5 年間であることを明記した。 

②「（3）目標」について、これまでに①～④の計 4 区分であったものを、後述の優先順位や A、

B 及び C エリアの区分にあわせ①～③の 3 区分に整理した。 

③「（4）優先順位」について、第 1 順位から第 3 順位までの計 3 項目に整理した。 

④「4.対象ごとの除染方針及び方法」について、これまでは、「（1）宅地」の除染に関し生活

圏と記載していたものであったが、「（5）道路、街路樹」、「（6）その他の対象物」及び「（7）

区域としての除染」として追記した。「生活圏」については、前段に記載した。なお、「（7）区

域としての除染」には、A、B 及び C エリアの除染について示した。 

⑤「5.除去土壌等の処分方針及び仮置きについて」は、前計画は、管理型の仮置場として記載

していたものであるが、国から中間貯蔵施設の考え方が発表されたため、このことを踏まえた

修正を行った。 

 

計画の詳細については、別添資料のとおりである。 

 

（市長） 

山林・原野の除染は、除染を行ってもその効果がなかなか現れないという印象がある。それは、

除染を行わなくても良いということではなく、実際は、除染を行うのが難しいということ。し

かし、このまま山林等の除染を行わないとすれば、山林が荒れ、治山治水の面の問題が顕著に

なる。基本的な方向としては、山林等の除染を、行わないわけにはいかないだろうということ。 

当市においては、従来から山林の除染を実施するとしているが、直ちには出来ないものである

から、当面は生活圏に近い山林の除染を実施する。引き続き、山林の除染に取り組んでいくこ

とであると考えている。 

農地の除染は、正確に言えば、いわゆる除染ではないものが大部分である。というのは、放射

性物質自体を取り除くものではないからである。農作物に影響が出ないように対策を実施した

という点では除染と言えるかもしれないが。表土を剥ぐということも考えられるが、現実的に

は難しい部分があるため、現在、実験されている土を洗う手法等が確立されれば、そうした手

法を取り入れ除染に取り組むことが、名実ともに、農地の除染であると言えよう。 
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すると、「農地の除染はいつ行うのか」ということになるが、私が考えるには、農地は何のた

めにあるのかということを思えば、農地は農作物を作るためにあるのであるから、農作物が放

射能に汚染されないように作れるようになれば、ひとまずは、とりあえずはよいのではないか

ということ。ただし、農業を営む方がいるから、除染は行わなければならない。仮に畑の除染

が難航し、農業を営む方に影響が出るような線量が続くのであれば、その畑は入れないという

対応も必要なのであろう。 

そうした点でも、農家の方が持つ積算線量計のデータも重要な意味を持つということである。 

 

（産業部長） 

除染実施計画の 4p に、農地の除染に関して「表土の剥ぎ取りが基本となるが」との記載があ

る。基本的にはそのとおりであるが、様々な課題が現れている。現在は、桃・梨・りんご等の

果樹特有の病気の発病、これは果樹の樹木が弱っていることに起因すると考えられる。これま

では、例えば、3～5cm の表土を剥げばよいということで考えられてきたが、果樹農家からす

れば、果樹に与える不安を考えられずにはいられないものである。 

（市長） 

つまりは、除染をただ行えば良いということではなく、特に農地の場合は、樹木に与える負担

も考えなければならないということ。農地における除染の場合は、根を傷つけないことなど、

前アドバイザーであった田中氏に注意された事項もある。わからないことがある間は行わない

ということでも良いのではないか。試験的に実施するのであれば別であるが。除染をすること

が最終目的であっても、農地については、当面は作物に影響が出ないように対応できればよい

のであると考えれば、必ずしも、樹木に負担を与えてまで除染に取り組む必要は無いのではな

いかと言うこと。できないのではなくて、行わない理由があるのであれば、それはそれで構わ

ない。 

小国地区は現在、作付けできない状況になっている。来年度の見通しはどうか。 

 

（産業部長） 

現在、試験栽培を実施しており、その結果を待っている状況である。様々な条件下で試験栽培

を実施しており、試験栽培に取り組んでいる大学側からは、意見交換会を実施したいとの要請

も来ている。我々も試験栽培の有効性を再認識している。 

（市長） 

来年、再来年になると、まだまだ先のわからないことも多い。仮に作付けけが出来ないという

こととなれば、賠償について考えていくこととなる。ただし、人が住めない状況が続くとなれ

ば、それは困る。人は住めるが、作付けできないという状況はやむを得ないものと考えている。

仮に作付けが出来ず、賠償となった場合は、何も農地に作付けしないというよりは、試験栽培

を実施するなどしたほうが良いのではないか。これを契機に、近代的な農業の手法に転換して

いくこともひとつの考え方かもしれない。 
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（2）除染業務の進捗状況について 

放射能対策課長が資料により説明した。 

9 月 6 日現在の除染業務進捗状況である。A エリア及び B エリアの作業状況で、前回から進捗

した部分は、資料中アンダーラインで示したとおり。仮置場に関しては、保原町柱沢工区で、

契約済み仮置場箇所数が1箇所増え、保原町柱沢工区で計4箇所の仮置場、面積にして計13,510

㎡である。詳しい数値等、詳細は別添資料のとおりである。 

（市長） 

次回は、除染の進捗状況を示した資料を提出願いたい。 

 

（3）市外避難者へのアンケート調査結果について 

市民生活課長が資料により説明した。 

自主避難により、当市から市外に避難した方に対して実施したアンケートの結果をまとめたも

のである。集計時点は平成 24 年 9 月 4 日現在、発送数は 358 世帯、回収は 107 世帯である。

現時点における回収数について、単純集計した結果は資料に掲載のとおりである。 

（市民生活部長） 

まだ分析を行った結果ではないが、速報としての報告である。今年度に入りこれまでの間、月

2 回の市政情報の提供を実施してきたが、今回のアンケートを通じ、自主避難者の得たい情報

がどのようなものであるかが明らかになった。受け手側からすると、より詳しい情報がほしい

ようであるため、すぐに取り組みをしたいと考えている。放射線に対する不安の解消に繋がる

ような情報の提供に努めていきたい。 

（市長） 

「当市に戻ってきても大丈夫ですよ」という情報を提供し続ける必要がある。そのほか、ホー

ルボディカウンターを受けてもらうということ、場合によっては、当市に残っている家族の積

算線量計の数値を送付して、考えてもらうことも良いのではないか。 

 

（4）除染推進センターだより（第 8 号）の発行について 

放射能対策課長が資料により説明した。 

主な記事としては、伊達中学校の保護者による除染活動実施、保原町大柳地区における除染後

の様子に関する記事である。裏面の自家用農産物のモニタリング調査結果は、新たに「出荷（販

売）用農産物のモニタリング検査（自主検査）」の開始について掲載した。掲載内容は資料の

とおり。 

（市長） 

除染関係について、推進センターとしての意見はあるか。 

（推進センター所長） 

市全体の 70％近くにあたる世帯が、C エリアであるため、10 月には体制を整備したいと考え

ている。 
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2 その他 
（1）災害対策号（第 65 号）の発行について 

秘書広報課広報広聴係長が資料により説明した。 

（市長） 

対策号 2p に掲載されている水田の土壌検査は、旧小国村は実施しないということか。 

（産業部長） 

旧小国村では、試験栽培を実施しているため、行わない。作付制限区域の中でも、作付けをし

ても良いところがあり、そうしたところは、JA で線量低減対策を委託しており、対策を実施

する前に線量測定をしていることから、その検証のために行うものである。 

 

（市長） 

今対策号には、市長メッセージを掲載した。主な要点は次の点である。 

①現在、市民の皆さんには、具体的な除染の進捗状況が見えにくいということ。 

②除染に際して市民協働を掲げているが「市民協働とは市民任せなのではないか」ということ。 

 

①は、モニタリングや業務執行体制を整えている間は、進捗が目に見えにくいということがある。

②は、A エリア、B エリアは、除染を業者が全て実施してくれると思われているようであるが、

基本的には住民と業者との協力で進めていくのであるから、A、B 及び C エリア共に市民協働

である。 

C エリアは、線量が高いのは主にホットスポットなのだから、そのホットスポットを除去する

ことが必要である。それには、ガンマカメラの使用が有効なのではないかということである。 

C エリアのホットスポットを除去し、これで大丈夫かとなったときに、市民が納得するかどう

かが今後の課題である。 

C エリアは、16,000 世帯程度あり、その全てを除染するということではない。中には除染を必

要としない箇所もあるだろう。しかし、それはどこであるかと言われるとそれはわからない。 

次号以降は、C エリアの取り組みについて掲載していきたいと考えている。 

 

放射線量の低い地区の 3 支所長は、どのようにして安心を提供していくかということについて

考えていただきたい。全面的に線量が高いということではないが、スポット的には相当程度除

染を進めていかなければならない。各地区の除染推進センターの利用状況はどうなのか。 

 

（伊達総合支所長） 

食品モニタリング検査は、8 月以降、一日 4 件程度である。 

（市長） 

除染を行わなくても良いということで落ち着いているのであれば良いが、市民が心配を抱えた

まま、推進センターを利用していないのであれば、それは問題である。食品モニタリング会場

に要員を配置しているのだから、有効活用されたい。安心につなげていく取り組みが必要であ

る。県が実施している絆づくり応援事業については、来年度以降どのような状況なのか。 

（県北地方振興局 清野） 

現在、調整中である。 
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（市長） 

平成 25 年度も実施してもらいたいと考えている。 

どの程度まで市民が安心しているかという、心理的な側面から見たアンケートを実施すること

も良いであろう。何に対して不安を持っているのか、どういった不安を持っているのか、とい

うことがわからなければ、なかなか我々も手を打つことが出来ない。 

食品モニタリングの検査件数が減ってきているのは、それで良いが、人材・資機材共にもう少

し有効活用したい。 

これからの対応や取り組みについて、考えていかなければならないと感じている。 

 

（総務部長） 

10 月 20 日（土）に復魂祭が開催される。社団法人だて青年会議所及び関係団体が主催するも

の。その中で、食の安全に関する話題も取り上げられるのではないかと考えている。 

（市長） 

県外に避難している方に招待状を出すなどしてはどうか。 

 

 

 

《次回本部会議》 

平成 24 年 9 月 25 日（火） 16 時 00 分～ 

本庁舎 2 階 応接室において 

（文責：石川 智史） 


